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３．動物園等における緊急立入調査の結果報告 

 

○八町 慶史   桑山 隆実 

 

要 約 

 

国内での豚コレラの発生等による飼養衛生管理基準の再徹底を目的に、動物園や豚カフェなどの不

特定多数の来場者等が出入りする施設として計7施設に緊急立入調査を実施。飼養衛生管理基準の項目1

（家畜防疫に関する最新情報の把握等）、4（野生動物等からの病原体の侵入防止）、5（衛生管理区域の

衛生状態の確保）、6（家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処）及び8（感染ルート等の早期特

定のための記録の作成及び保管）については概ね遵守。特に項目8は動物愛護管理法に基づく措置が講

じられていることから、遵守率が高かった。問題点として、項目2（衛生管理区域の設定）について、

畜舎のみを衛生管理区域に設定していた事例が見られたため、飼養関連施設も新たに設定すること、家

畜とのふれあいが可能な施設では来場者が入場可能な区域（入場可能区域）と関係者以外立入りを禁止

する区域（立入禁止区域）を設定するよう指導。項目3（衛生管理区域への病原体の持込みの防止）に

ついては立入禁止区域の一部で靴底消毒が不徹底、実習生等の受入時に海外渡航歴の未確認などの問題

がみられたため、踏込消毒槽設置や受入時に海外渡航歴の確認等を指導。今回の結果を基に、当所職員

が指導のノウハウを習得できるようマニュアルを作成し、指導力を向上させることで飼養者への飼養衛

生管理基準の遵守を徹底する。 

 

 

平成30年9月、岐阜県において国内で26年ぶり

に豚コレラが発生し、現在も発生が継続してい

る。アフリカ豚コレラは、平成30年8月に中国で

発生が確認されて以降、近隣国へも感染が拡大

し、国内への侵入リスクが高まっている中、中国

から日本への旅客の携帯品から収去した畜産物に

感染性のあるアフリカ豚コレラウイルスが検出さ

れる事例も発生している。これらの越境性疾病は

ひとたび国内で発生すると、発生農場のみなら

ず、周辺の農場や畜産業に被害を生じることとな

るため、これらの疾病の発生を予防するために

は、家畜所有者等において日頃から飼養衛生管理

基準を遵守することが何よりも重要である。 

今回、「豚コレラ、アフリカ豚コレラ及び鳥イ

ンフルエンザに係る飼養衛生管理基準の再徹底に

ついて」（平成30年12月20日付30消安第4654号農

林水産省消費・安全局動物衛生課長通知）によ

り、豚等の飼養施設における飼養衛生管理基準を

再徹底することを目的とした緊急立入調査を実施 

 

するにあたり、不特定多数の来場者等が出入りす

る家畜の伝染性疾病の侵入リスクが高い動物園や

豚カフェなどの展示動物飼養施設（以下、展示施

設）を対象に実施したので、その結果を報告す

る。 

 

材料及び方法 

 

調査対象は A から G 施設までの 7 施設(表 1)。

A から E 施設は公営の動物園であり、そのうち A

から C 施設は比較的規模の大きな動物園、D 及び

E 施設は規模の小さな動物園である。F 及び G 施

設は民間による新たな飼養形態で、F 施設はオフ

ィスビル内に牧場があり、G 施設は豚カフェを経

営している。 

調査方法は当所職員が飼養衛生管理基準のチェ

ック表（図 1）に基づき聞き取り調査を実施。評

価基準は「飼養衛生管理基準の判断の指標につい

て」（平成 29 年 2 月 1 日付 28 消安第 4762 号農
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林水産省消費・安全局動物衛生課長通知）を使用

し、各項目のうち遵守すべき事項が履行できてい

る割合を遵守率として算出し、80％以上の項目を

遵守率が高い、50％以上 80％未満の項目を中程度、

50％未満を遵守率が低いと評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結 果 

 

7施設の調査結果は表 2のとおり。項目 1（家畜

防疫に関する最新情報の把握等）、4（野生動物等

からの病原体の侵入防止）、5（衛生管理区域の衛

生状態の確保）、6（家畜の健康観察と異状が確認

された場合の対処）及び 8（感染ルート等の早期

特定のための記録の作成及び保管）については全

ての施設で遵守率が高く、項目 7（埋却等の準備）

については、遵守率が高い施設と低い施設に分か

れた。項目 2（衛生管理区域の設定）及び 3（衛生

管理区域への病原体の持込の防止）については他

の項目と比較して遵守率が中程度から低い施設が

多かった。7 施設の調査結果の主な内容は以下の

とおり報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 1（家畜防疫に関する最新情報の把握等）

については、当所発行の家保通信や参考文献によ

って情報収集し、内容を事務所に掲載したり回覧

したりするなどして全従業員に情報が共有されて

いた。 

項目 2（衛生管理区域の設定）については、門、

扉及び看板等により衛生管理区域の境界が明確に

なっていたが、家畜のいる畜舎のみを設定してお

り、飼料保管庫等の関連施設は含まれていなかっ

たため、畜舎以外の関連施設も衛生管理区域と設

定するように指導した。家畜とふれあいが可能な

施設については来場者が進入可能な区域を入場可

能区域、家畜の飼育場所や飼料保管庫等の関係者

のみが進入可能な区域を立入禁止区域に設定する

よう指導した。 

項目 3（衛生管理区域への病原体の持込の防止）

については、門、扉及び看板の設置等により必要

のない者を衛生管理区域または立入禁止区域に立

ち入らせないようにしていた。また、衛生管理区

域内に車両の進入がある B及び Cの 2施設におい

ては車両消毒装置を設置していた（図 2）。 
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衛生管理区域又は立入禁止区域の踏込消毒槽等

については、施設全体として踏込消毒槽がない施

設もあれば、C施設のように畜舎の前にはあるが、

飼料保管庫等の前にはない施設が見られたため

（図 3）、衛生管理区域又は立入禁止区域の入口な

ど必要な場所に踏込消毒槽を設置するよう指導し

た。さらに、従業員以外の実習生や報道関係者な

どが衛生管理区域へ立入る場合に海外渡航歴と家

畜との接触の有無の確認について対策が不足して

いたため、受入れ時にこれらの事項を確認し、接

触等の申告があった場合は受入れを制限する又は

やむを得ない場合は専用の衣類と靴を着用させる

ことを指導した。ふれあい可能な施設では、1 週

間以内に海外で家畜との接触があるときは家畜と

の接触を制限するなどの家畜伝染病の発生予防の

ための措置を講じている旨をホームページ等で周

知するよう指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 4（野生動物等からの病原体の侵入防止）

について、給餌・給水設備は毎日清掃し、野生動

物の糞などが混入している場合は適切に除去して

いた。飼料は鍵のかかる倉庫に保管していた。飲

水は、水道又は井戸水が蛇口まで直結しており、

飲用に適した水を給与していた。家畜の死体は業

者が回収するまでブルーシートで覆う又は専用設

備に保管するなどの措置を講じていた。 

項目 5（衛生管理区域の衛生状態の確保）につ

いては、施設及び器具の日常的な清掃に加え、逆

性石けんなどによる月 1回以上の消毒により清潔

に保たれていた（図 4）。注射針など体液が付着す

る器具は 1頭ごとに交換するなどの措置を講じて

いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 6（家畜の健康観察と異状が確認された場

合の対処）について、家畜の健康観察は適宜（毎

日、搬入時及び搬出時）実施されており、具合が

悪い場合は所属又は提携の獣医師が対応し、特定

症状が確認された場合は当所に通報するようにな

っていた。新たな家畜を導入する場合は隔離舎等

で 1週間以上隔離することになっていた。 

項目 7（埋却等の準備）について、公設の展示施

設については、所有地があるため埋却地は確保さ

れているが、ビルなどの屋内の展示施設はその階

のみで事業を実施しており、敷地内に埋却の用に

供する土地はなかった。 

項目 8（感染ルート等の早期特定のための記録

の作成及び保管）について、家畜の健康状態や診

療記録、導入及び搬出の記録、施設の清掃・消毒

状況等が記録できる業務日誌を使用しており、実

習生など従業員以外の者の衛生管理区域への立入

記録も兼ねている施設もあった。従業員以外の者

の衛生管理区域への立入記録がない施設では業務

日誌を活用するよう指導した。飼料会社等の出入

りする業者等については伝票等が 1年以上保存さ

れていた。 

 

考 察 

 

今回の結果から、展示施設における飼養衛生管

理基準の遵守状況を家畜伝染病予防法第 12 条の

7 に基づき公表されている家畜の飼養に係る衛生

管理状況（平成 29年）と比較すると、項目 8（感
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染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保

管）の各事項とも高い遵守率となった。展示施設

は動物の愛護及び管理に関する法律（以下、「動物

愛護管理法」）に基づく第 1 種動物取扱業者とし

て登録しており、動物愛護管理法や関係規則等に

基づいて飼養施設及び動物の点検状況、繁殖実施

状況及び取引状況の記録義務が課されていること

や来場者及び飼養動物への動物由来感染症の感染

防止の観点から手洗い設備の設置及び消毒マット

による出入口での靴底消毒を実施していることが、

飼養衛生管理基準の遵守につながっていた。また、

今回の調査で動物愛護管理法では飼養施設の清

掃・消毒及び保守点検の実施並びにその結果を記

録・保存していることが確認され、飼養衛生管理

基準で求められている内容より高い管理を行って

いることは優良事例といえる。 

一方、項目 2（衛生管理区域の設定）及び 3（衛

生管理区域への病原体の持込の防止）については

ほとんどの施設で対応が不十分であり、知識不足

が主な原因と考えられた。ふれあいを実施する施

設において一般飼養者と比べさらなる家畜衛生へ

の知識と対策が必要になる項目であり、当所とし

ても続けて指導していく必要がある。また、項目

7（埋却等の準備）については屋内施設では極めて

厳しい項目であるため、万一に備えた防疫措置を

シミュレーションする必要がある。 

今回の調査で確認された飼養衛生管理は、展示

施設における特徴であると考察された。最近、都

内において酪農体験や新たな豚カフェがオープン

するなど動物と触れ合いたいというニーズが高ま

る中、今後も家畜との触れ合える施設等が増えて

いくことが考えられる。これらのニーズに対応で

きるよう当所職員の指導力を向上させることを目

標に、今回の調査結果を踏まえた展示施設向けの

飼養衛生管理基準の指導マニュアルを作成し、き

め細やかな指導を実施する。また、家畜飼養者に

対して飼養衛生管理基準をより効果的に普及啓発

するために、動物取扱責任者を対象とした研修会

を活用するなど動物愛護管理部局と連携した指導

により、飼養衛生管理基準の普及促進を図ること

で家畜の伝染性疾病の発生予防等の体制を整備し

ていきたい。 


